
 

 

病児保育事業 指導検査基準 

(令和６年９月４日適用) 

葛飾区 子育て支援部 子育て施設支援課  

 
 
 
 

 



 
指導検査基準中の「評価区分」     

   

評価区分   指 導 形 態   

Ｃ   文書指摘   

福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合（軽微な違反の場合
を除く。）は、原則として、「文書指摘」とする。   

ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等
は、「口頭指導」とすることができる。   

Ｂ   口頭指導   

福祉関係法令以外の関係法令又はその他の通達等に違反する場合は、
原則として、「口頭指導」とする。   

ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由な
く改善を怠っている場合は、「文書指摘」とする。   

   
なお、福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合であっても、

軽微な違反の場合に限り、「口頭指導」とすることができる。   

Ａ   助言指導   
法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための 

「助言指導」を行うことができる。   

   
     

 
 
 



【凡例】
※以下の関係法令、通知を略称して次のように表記する。

番号 関　係　法　令　・　通　　知 略　　称

1 「児童福祉法」（昭和22年法律第164号） 児童福祉法

2 「児童福祉法施行規則」（昭和23年厚生省令第11号） 児童福祉法施行規則

3 「病児保育事業の実施について　別紙　病児保育事業実施要綱」（令和6年こ成保第180号） 国実施要綱

4 「東京都病児保育事業実施要綱」（平成21年21福保子第375号） 東京都実施要綱

5 「保育所保育指針」（平成29年厚生労働省告示第117号） 保育所保育指針

6 「葛飾区病児・病後児保育事業等実施要綱」（平成16年16葛子子第1895号）
葛飾区病児・病後児保育事
業等実施要綱

7 「葛飾区私立保育園訪問型保育事業実施要綱」（平成18年18葛子育第898号）
葛飾区訪問型保育事業実施
要綱

8
「葛飾区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」（令和5年葛飾区条例第50
号）

区条例

9 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（昭和23年厚生省令第63号） 省令

10 「児童虐待の防止等に関する法律」（平成12年法律第82号） 児童虐待防止法

11 「児童福祉施設等における児童の安全の確保について」（平成13年6月15日雇児総発第402号） 雇児総発第402号通知

12
「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」（令和6年3月22日こ成安第36号・5教
参学第39号）

こ成安第36号通知

13 「建築基準法」（昭和25年法律第201号） 建築基準法

14
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関
する基準」（平成26年内閣府令第39号）

府令
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項　目 基本的な考え方 観　点 関係法令等 評価事項 評価

1　事業の内容 　　葛飾区で実施する事業は次のとおりとする。
　(1)　病児保育事業
　　児童が病気の回復期に至らない場合であり、かつ、当
　面の症状の急変が認められない場合において、当該児童
　を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又
　は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。
　(2)　病後児保育事業
　　児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な
　期間において、当該児童を医療機関または保育所に付設
　された専用スペース等において一時的に保育する事業。

1　事業内容は適切か。 (1)　葛飾区病児・病後児保育事
　　業等実施要綱第2条(8)(9)
(2)　葛飾区訪問型保育事業実施
　　要綱第2条(1)

(1)　事業内容が適切でない。 Ｃ

　(3)　訪問型病後児保育事業
　　児童が回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間に
　おいて、当該児童の自宅において一時的に保育する事
　業。

2　届出内容の変更 　施設の届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1
月以内に区に変更届を提出することが必要である。
(変更届出事項)
(1)事業の種類及び内容
(2)経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称
　及び主たる事務所の所在地)
(3)条例、定款その他の基本約款
(4)職員の定数及び職務の内容
(5)主な職員の氏名及び経歴
(6)事業を行おうとする区域(区の委託を受けて事業を行
　おうとする者にあっては、区の名称を含む。)
(7)事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用
　定員
(8)建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

1　変更が生じた場合、1月以内に変更届
　を提出しているか。

(1)　児童福祉法第34条の18第2
　　項
(2)　児童福祉法施行規則第36条
　　の38

(1)　変更について変更届を届け出ていな
　　い。

(2)　変更の日から、1月以内に変更届を提出
　　していない。

Ｃ

Ｂ

Ｐ１



項　目 基本的な考え方 観　点 関係法令等 評価事項 評価

3　対象児童
(1)　病児保育事業

　　対象となる児童は、次のとおりとする。
(1)　当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に
　至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、
　保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが
　困難な児童であって、区が必要と認めた乳児・幼児又
　は小学校に就学している児童（以下「病児」とい
　う。）。事業の対象となるのは、次のいずれかに該当
　する児童とする。
　ア 葛飾区内に住所を有し、現に保育施設、認定こども
　　園又は幼稚園に通所しており、保護者とその同居の家
　　族の就労等を理由に適切な監護を受けられない児童
　イ 葛飾区内に住所を有しないが、葛飾区内の保育所又
　　は認定こども園に通所しており、保護者と同居の家族
　　の就労等を理由に適切な監護を受けられない児童
　ウ 葛飾区内に住所を有し、保護者とその同居の家族の
　　就労・病気などを理由に適切な監護を受けられない小
　　学校1年生から小学校3年生までの児童
　エ その他区長が特に必要と認めた児童

1　利用する児童は本事業の対象となる
　児童か。

(1)　国実施要綱5
(2)　葛飾区病児・病後児保育事
　　業等実施要綱第7条、第8
　　条、第10条、第11条
(3)　葛飾区訪問型保育事業実施
　　要綱第3条

(1)　本事業の対象とならない児童が本事業
　　を利用している。

(2)　本事業の対象となる児童であることの
　　確認がなされていない。

Ｂ

Ｂ

(2)　病後児保育事業 (2)　病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保
　護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難
　な児童であって、区が必要と認めた乳児・幼児又は小学
　校に就学している児童（以下「病後児」という。）。
　事業の対象となるのは、次のいずれかに該当する児童と
　する。
　ア 葛飾区内に住所を有し、現に保育施設、認定こども
　　園又は幼稚園に通所しており、保護者とその同居の家
　　族の就労等を理由に適切な監護を受けられない児童
　イ 葛飾区内に住所を有しないが、葛飾区内の保育所又
　　は認定こども園に通所しており、保護者と同居の家族
　　の就労等を理由に適切な監護を受けられない児童
　ウ その他区長が特に必要と認めた児童

(3)　訪問型病後児保育事業 (3)　葛飾区内に住所を有し、6歳に達した日以降の最初の
　3月31日までの間にある児童であり、病後児保育事業の
　対象である児童。

Ｐ２



項　目 基本的な考え方 観　点 関係法令等 評価事項 評価

4　定員
（訪問型保育事業を除く）

(1)　届け出ている利用定員の範囲の受け入れとする。

(2)　病児保育実施施設及び病後児保育実施施設(以下こ
　れらを「病児・病後児保育実施施設」という。)の利用
　定員は、原則4人とする。ただし、葛飾区長が必要と認
　める場合は、この限りではない。

1　定員を超えて児童を受け入れていな
　いか。

(1)　葛飾区病児・病後児保育
　　等事業実施要綱第5条

(1)　入所児童数の定員超過により、職員、設
　　備、面積等が基準を下回り、その結果施
　　設運営に重大な支障が生じている。

Ｃ

5　実施要件
(1)　病児保育事業
　ア　実施場所

(1)　病児保育事業の実施要件は次のとおりとする。
　ア　病院・診療所、保育所等に付設された専用スペー
　　ス又は本事業のための専用施設であって、次のア～
　　エの基準を満たし、区が適当と認めたものとする。
 (ア) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察
　　室又は安静室を有していること。保育室の面積は児
　　童1人当たり1.98㎡以上とし、観察室又は安静室の面
　　積は1室3.3㎡以上とすること。

　　※平成21年4月1日より前から実施している事業にお
　　　いては面積の基準については努力義務とする。

1　必要な設備を有しているか。 (1)　保育室及び児童の静養又は隔離の機能を
　　持つ観察室又は安静室を有していない。

(2)　静養、又は隔離の機能が不十分である。

(3)　調理室を有していない。

Ｃ

Ｂ

Ｃ

 (イ)　調理室を有すること。なお、病児保育専用の調理
　　室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室
　　と兼用しても差し支えないこと。

 (ウ)　事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童
　　の養育に適した場所とすること。

 (エ)　医師が駐在している医療機関に併設する施設又は
　　医師の管理下と同等の対応が可能な施設であるこ
　　と。

(4)　児童の事故防止及び衛生面への配慮がな
　　されておらず、養育に適していない。

(5)　児童の事故防止及び衛生面への配慮が不
　　十分である。

(6)　医師の管理下と同等の対応ができていな
　　い。

Ｃ

Ｂ

Ｂ

　イ　職員の配置 　イ　病児の看護を担当する看護師（准看護師含む）、
　　保健師又は助産師（以下「看護師等」という。）を
　　利用児童おおむね10人につき1名以上配置するとと
　　もに、病児が安心して過ごせる環境を整えるため
　　に、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配
　　置すること。
　(ア)　利用者がいる時間帯の場合、保育士及び看護師
　　等については原則常駐とする。ただし、以下の要件
　　を満たし、利用児童にとって安心かつ安全な体制が
　　確保されている場合には、看護師等の常駐を要件と
　　しないことができる。

1　看護師等、保育士の配置は適切か。

2　看護師等を常駐しない場合は、要件
　が満たされているか。

(1)　国実施要綱6(1)②
(2)　葛飾区病児・病後児保育
　　等事業実施要綱第4条
　　第1項(2)

(1)　預かる児童に対して、看護師等・保育士
　　が不足している。

(1)　要件を満たしていないにもかかわらず、
　　看護師等が常駐していない。

Ｃ

Ｃ

　a  病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生
　　じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定
　　期的に確認・把握した上で、適切な関わりとケアを
　　行うこと。
　b  病児保育施設が医療機関内に設置されている場合
　　等であり、病児保育施設と看護師等が病児保育以外
　　の業務に従事している場所が近接していること。

3　看護師等の常駐を要件としない場
　合、利用児童にとって安心かつ安全
　な体制が確保されているか。

(1)　看護師等の常駐を要件としない場合、
　　利用児童にとって安心かつ安全な体制が
　　確保されていない。

Ｃ

(1)　国実施要綱6(1)①
(2)　保育所保育指針第1章1(4)
　　イ､2(2) ア(イ)②、第3章
　　3(2)
(3)　葛飾区病児・病後児保育
　　等事業実施要綱第4条第1項
(4)　東京都実施要綱第6 1(1)

Ｐ３



項　目 基本的な考え方 観　点 関係法令等 評価事項 評価

　c  看護師等が病児保育以外の業務に従事している
　　場合においても、緊急の場合には病児保育施設に
　　速やかに駆けつけることができる職員体制が確保
　　されていること。
　d  看護師等が常駐しない場合であっても、保育士
　　等を複数配置することにより、常に複数人による
　　保育体制を確保していること。

　(イ)　利用児童がいない場合については、利用児童
　　が発生した場合に、連絡を受けた保育士及び看護
　　師等が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔
　　軟な対応が可能となる職員体制が確保されていれ
　　ば、保育士及び看護師等の常駐を要件としない。

1　保育士及び看護師等を常駐させてお
　らず、利用児童がいない場合でも、
　利用児童が発生した場合に保育士及
　び看護師が速やかに従事できる職員
　体制が確保されているか。

(1)　保育士及び看護師等を常駐させておら
　　ず、利用児童がいない場合でも、利用
　　児童が発生した場合に保育士及び看護
　　師が速やかに従事できる職員体制が確
　　保されていない。

Ｃ

ウ　その他 ウ　集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保
　育を行うことができない期間内で対象児童の受け入
　れを行うこと。
　　本事業を担当する職員は、利用の少ない日等にお
　いて、感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回
　支援等を適宜実施すること。

1　受け入れの期間は適切か。

2　本事業担当職員は、利用の少ない日
　等において、感染症予防等に資する
　取り組みを行っているか。

(1)　国実施要綱6(1)③ (1)　受け入れの期間が不適切である。

(1)　本事業担当職員は、感染症予防等に資
　　する取り組みを行っていない。

Ｂ

Ｂ

(2)　病後児保育事業 (2)　病後児対応型の実施要件は次のとおりとする。

ア　実施場所 ア　病院・診療所、保育所等に付設された専用スペー
　ス又は本事業のための専用施設であって、次の(ア)
　～(ウ)の基準を満たし、区が適当と認めたものとす
　る。
　(ア)　保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ
　　　観察室又は安静室を有すること。保育室の面積
　　　は児童1人当たり1.98㎡以上都市、観察室又は
　　　安静室の面積は1室3.3㎡以上とすること。

　　※平成21年4月1日より前から実施している事業に
　　　おいては面積の基準については努力義務とする。

　(イ)　調理室を有すること。なお、病後児保育専用
　　　の調理室を設けることが望ましいが、本体施設
　　　等の調理室と兼用しても差し支えないこと。

　(ウ)　事故防止及び衛生面に配慮されているなど、
　　　児童の養育に適した場所とすること。

1　必要な設備を有しているか。 (1)　国実施要綱6(2)①
(2)　葛飾区病児・病後児保
　　等事業実施要綱第4条第
　　2項
(3)　東京都実施要綱第6
　　2(1)

(1)　保育室及び児童の静養又は隔離の機能
　　を持つ観察室又は安静室を有していな
　　い。

(2)　静養又は隔離の機能が不十分である。

(3)　調理室を有していない。

(4)　児童の事故防止及び衛生面への配慮が
　　なされておらず、養育に適していない。

(5)　児童の事故防止及び衛生面への配慮が
　　不十分である。

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｐ４



項目 基本的な考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価

イ　職員の配置 イ　病後児の看護を担当する看護師等を利用児童おおむ
　ね10人につき1名以上配置するとともに、病後児が安
　心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児
　童おおむね3人につき1名以上配置すること。
　　なお、保育士及び看護師等を常駐させない場合の要
　件は(1)病児対応型と同じとする。
　（3・4ページ参照）

1　保育士、看護師等の配置は適切か。

2　看護師等を常駐しない場合は、要件
　が満たされているか。

3　看護師等の常駐を要件としない場
　合、柔軟な対応が可能となる職員体制
　が確保されているか。

4　保育士及び看護師等を常駐させてお
　らず、利用児童がいない場合でも、
　利用児童が発生した場合に保育士及
　び看護師が速やかに従事できる職員
　体制が確保されているか。

(1)　国実施要綱6(2)②
(2)　葛飾区病児・病後児保育等
　　事業実施要綱第4条第1項(2)

(1)　預かる児童に対して、保育士、看護師
　　等が不足している。

(2)　要件を満たしていないにもかかわら
　　ず、看護師等が常駐していない。

(3)　保育士及び看護師等の常駐を要件とし
　　ない場合、柔軟な対応が可能となる職員
　　体制が確保されていない。

(4)　保育士及び看護師等を常駐させておら
　　ず、利用児童がいない場合でも、利用
　　児童が発生した場合に保育士及び看護
　　師が速やかに従事できる職員体制が確
　　保されていない。

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ウ　その他 ウ　集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育
　を行うことができない期間内で対象児童の受け入れを
　行うこと。
　　本事業を担当する職員は、利用の少ない日等におい
　て、感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援
　等を適宜実施すること。

1　受け入れの期間は適切か。

2　本事業担当職員は、利用の少ない日
　等において、感染症予防等に資する
　取り組みを行っているか。

(1)　国実施要綱6(2)③ (1)　受け入れの期間が不適切である。

(2)　本事業担当職員が、感染症予防等に資
　　する取り組みを行っていない。

Ｂ

Ｂ

(3)　訪問型病後児保育事業 (1)　訪問型病後児保育事業の実施要件は次のとおりと
　する。

ア　実施場所 ア　利用児童の居宅とする。 (1)　国実施要綱6(4)① (1)　利用児童の居宅で実施していない。 Ｃ

イ　職員の配置 イ　次の(ア)～(ウ)を満たすこと。
 (ア)　病後児の看護を担当する一定の研修を修了した
　　　看護師等、保育士、研修により区長が認めた者
　　（以下「家庭的保育者」という。）のいずれか1名
　　　以上配置すること。
 (イ)　(ア)に定める職員を配置する場合は、「職員の
　　　資質向上・人材確保等研修事業の実施について」
　　（平成27年5月21日雇児発0521第19号厚生労働省雇
　　　用均等・児童家庭局長通知）の別添6に定める研
　　　修を修了した者とする。なお、令和6年3月31日ま
　　　での間に、要綱別紙1に掲げる研修（区市町村等
　　　が実施する他の研修会が別紙1の内容を満たす場
　　　合には、その研修等の修了をもって代えることも
　　　差し支えない）を修了した者についても配置でき
　　　ることとする。
 (ウ)　預かる病後児の人数は、一定の研修を修了した
　　　看護師等、保育士、家庭的保育者いずれか1名に
　　　対して、1名程度とする。ただし、同一世帯かつ
　　　同一場所に保育を行う場合は、3名まで保育する
　　　ことができる。

1　職員の配置数及び保有する資格等は
　適切か。

2　職員は定められた研修を修了してい
　るか。

3　職員1名が預かる病後児の人数は1名
　程度か。又は同一世帯かつ同一場所に
　おいて3名までとしているか。

(1)　国実施要綱6(4)②③
(2)　葛飾区訪問型保育事業実施
　　要綱第16条

(1)　資格等を保有する職員が配置されてい
　　ない。

(2)　職員は定められた研修を修了していな
　　い。

(3)　職員1名が預かる病後児の人数が1名程
　　度を上回る。又は同一世帯かつ同一場所
　　において3名を超えて保育している。

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ウ　その他 ウ　集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育
　を行うことができない期間内で対象児童宅への訪問
　を行うこと。

1　訪問を行う児童が利用の要件をみた
　しているか。

2　訪問して保育を行う期間が適切か。

(1)　訪問を行う児童が利用の要件を満たし
　　ていない。

(2)　受け入れの期間が不適切である。

Ｂ

Ｂ

Ｐ５



項目 基本的な考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価

6　実施方法
(1)　かかりつけ医の受診 (1)  病児保育事業及び病後児保育事業並びに訪問型病

　後児保育事業については、対象児童をかかりつけ医に
　受診させた後、保護者と協議のうえ、受け入れ、訪問
　の決定を行うこと。

1　かかりつけ医に受診させた後、保護
　者と協議の上、受け入れ又は訪問を
　決定しているか。

(1)　国実施要綱7(1)
(2)　葛飾区病児・病後児保育事
　　業等実施要綱第13条第3項、
　　第15条第3項

(1)　保護者と協議して受け入れ、訪問を決
　　定する前に、対象児童をかかりつけ医に
　　受診させていない。

Ｂ

(2)　葛飾区病児・病後児保育診
療情報提供書【医療機関以外が
実施する施設に限る。】

(2)  医療機関でない施設が病児保育事業、病後児保育
　事業、又は訪問型病後児保育事業を実施する場合は、
　保護者が提出するかかりつけ医が記入した葛飾区病
　児・病後児診療情報提供書（第4号様式）により、症
　状を確認し、受け入れ、訪問の決定を行うこと。

1　提出された葛飾区病児・病後児診療
　情報提供書により症状を確認し、受け
　入れ又は訪問を決定しているか。

(1)　国実施要綱7(3)
(2)　葛飾区病児・病後児保育事
　　業等実施要綱第13条第4項
(3)　葛飾区訪問型保育事業実施
　　要綱第8条

(1)　医療機関でない施設が病児保育事業及
　　び訪問型保育事業を実施する場合、受け
　　入れ、訪問を決定する前に、保護者が提
　　出するかかりつけ医が記入した葛飾区病
　　児・病後児診療情報提供書により症状を
　　確認していない。

Ｂ

7　建物設備等の管理【訪問型病
後児保育事業を除く。】

1　設備構造は、採光、換気等利用している者の保健衛
　生及びこれらの者に対する危険防止に十分な考慮を
　払って設けられなければならない。
　　具体的には、施設の温度、湿度、換気、採光、音
　などの環境を常に適切な状態に保持するとともに、
　施設内外の設備、用具等の衛生管理に努めること。
　　そして、設備構造はもとより、施設の運営管理上
　からも、児童の安全確保が図られなければならない。

1　構造設備に危険な箇所はないか。

2　施設の温度、湿度、換気、採光、音
　などの環境は適切か。

(1)　保育所保育指針第3章
　　3(1)、4(1)
(2)　区条例第3条（省令第5条
　　第5項）
(3)　建築基準法28条第1項、第
　　2項

(1)　構造設備に危険な箇所がある。

(1)　備品が損傷して危険がある。

(1)　危険物が放置されている。

(2)　構造設備その他にやや危険な箇所が
　　ある。

(3)　採光・換気等が悪い。

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｃ

2　利用者が使用する設備等については、衛生的な管理
　に努め又は衛生上必要な措置を講じなければならな
　い。

1　保育室、便所等設備が清潔である
　か。

2　施設内にある用具（寝具、遊具等）
　が清潔であるか。

(1)　保育所保育指針第3章3 (1) (1)　衛生上、著しく問題がある。

(2)　衛生管理が不十分である。

Ｃ

Ｂ

8　留意事項
(1)　医療機関との連携等 (1)　本事業を実施する施設は、緊急時に児童を受け入

　れてもらうための医療機関（以下「協力医療機関」
　という。）をあらかじめ選定し、事業運営への理解
　を求めるとともに、協力関係を構築すること。

(2)　医療機関でない施設が病児保育事業、訪問型保育
　事業を実施する場合は、児童の病態の変化に的確に対
　応し、感染の防止を徹底するため、日常の医療面での
　指導、助言を行う医師（以下「指導医」という。）を
　あらかじめ選定すること。

(3)　病児保育事業及び訪問型保育事業を実施する場合
　においては、指導医又は協力医療機関（併設する医療
　機関の医師を含む。）との関係において、緊急時の対
　応についてあらかじめ文書により取り決めを行うこ
　と。

(4)　本事業を実施するに当たっては、指導医・嘱託医
　と相談のうえ、一定の目安（対応可能な症例、開所
　（訪問）時間等）を作成するとともに、保護者に対
　して周知し、理解を得ること。

1　緊急時に児童を受け入れてもらうた
　めの医療機関をあらかじめ選定し、医
　療機関との協力関係を構築している
　か。

2　日常の医療面での指導、助言を行う
　指導医をあらかじめ選定しているか。

3　協力医療機関または指導医との関係
　において、緊急時の対応をあらかじめ
　文書で取り決めているか。

4　事業実施にあたって、保護者に周知
　し、理解を得ているか。

(1)　国実施要綱8(1)
(2)　葛飾区病児・病後児保育事
　　業等実施要綱第4条第1項
　　(4)(5)、第14条第4項

(1)　緊急時に児童を受け入れてもらうため
　　の医療機関をあらかじめ選定していな
　　い。または医療機関との協力関係を構築
　　していない。

(1)　日常の医療面での指導、助言を行う指
　　導医をあらかじめ選定していない。

(1)　協力医療機関または指導医との関係に
　　おいて、緊急時の対応があらかじめ文書
　　で取り決められていない。

(1)　事業実施にあたっての保護者周知がな
　　されていない。又は不足している。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｐ６



項目 基本的な考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価

(2)　感染の防止 (1)　体温の管理等その他健康状態を適切に把握すると
　ともに、複数の児童を受け入れる場合は、他児への感
　染に配慮すること。

(2)　手洗い等の設備を設置し、衛生面への十分な配慮
　を施すことで、他児及び職員への感染を防止するこ
　と。

(3)　児童の受け入れに際しては、予防接種の状況を確
　認するとともに、必要に応じて予防接種するよう助言
　すること。

1　体温の管理等、対象児童の適切な健
　康状態の把握に努めているか。

2　他児及び職員への感染を防止への配
　慮がなされているか。

3　対象児童の予防接種の状況を確認
　し、必要に応じて接種を助言してい
　るか。

(1)　国実施要綱8(2) (1)　対象児童の適切な健康状態を把握する
　　ための体温管理等を行っていない。

(2)　手洗い等の設備が設けられておらず、
　　他児及び職員に対する感染防止への配慮
　　がなされていない。

(3)　対象児童の予防接種の状況を把握して
　　いない。または、必要に応じて予防接種
　　をするよう助言をしていない。

Ｃ

Ｃ

Ｂ

(3)　虐待等の行為 　職員は、利用児童に対し、次に掲げる行為その他児童
の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(1)　児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのあ
　る暴行を加えること。

(2)　児童にわいせつな行為をすること又は児童をして
　わいせつな行為をさせること。

(3)　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減
　食又は長時間の放置、同居人もしくは生活を共にする
　他の児童による(1)、(2)又は(4)の行為の放置その他
　の施設職員としての養育又は業務を著しく怠ること。

(4)　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応
　その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う
　こと。

1　児童の心身に有害な影響を与える行
　為をしていないか。

(1)　区条例第3条（省令第9条
　　の2）
(2)　児童福祉法第33条の10
(3)　児童虐待防止法第2条、
　　第3条
(4)　保育所保育指針第1章1(1)
　　ア、エ、(5)ア

(1)　心身に有害な影響を与える行為をして
　　いる。

(2)　一部不適切な行為がある。

Ｃ

Ｂ

(4)　休息等の状況 　子どもの発達過程に応じて、安全な環境の下で休息を
取ることができるようにすること。

1　午睡等の適切な休息をとっている
　か。

2　午睡時の安全対策を講じているか。

(1)　保育所保育指針第1章
　　2(2)ア(イ)④､イ(イ)④、
　　3(2)オ

(1)　午睡などの適切な休息を全くとってい
　　ない。

(2)　休息のために適切な環境を確保してい
　　ない。

Ｃ

Ｂ

(5)　保護者との連絡状況 　子どもの保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等に
つき、保護者の理解及び協力を得るように努めなければ
ならない。
　保護者に対する支援は、子どもの送迎時の対応、相談
や助言、連絡や通信など様々な機会を活用し、子どもの
様子や日々の保育の意図などを説明して保護者との相互
理解に努めること。

1　保護者との連絡は十分か。 (1)　保育所保育指針第1章2(2)
　　ア(イ)、第2章1(3)､4(3)、
　　第3章1(1)､(3)､第4章2(1)ア

(1)　保護者との連絡体制ができていない。

(2)　保護者との連絡が不十分である。

(3)　緊急時の連絡先の把握が不十分であ
　　る。

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｐ７



項目 基本的な考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価

(6)　書類の整備 (1)　病児保育事業を行うにあたり、必要な帳簿を整備
　しておくこと。
　例　・保育日誌や利用児童に関する申請書や記録
　　　・事業に従事する職員に関する書類（資格証
　　　　等）
　　　・医療機関との契約書　　　　など

1　必要な帳簿を備えつけているか。 (1)　国実施要綱8(2) (1)　事業運営に必要な帳簿を施設で備えて
　　いない。

(2)　帳簿の一部が未整備である。

Ｃ

Ｂ

(7)　児童の安全管理の状況 (1)　保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態
　等を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、安全
　対策のために職員の共通理解や体制作りを図るとと
　もに、家庭や地域の諸機関の協力の下に安全指導を
　行うこと。事故防止の取組を行う際には、特に睡眠
　中、食事中、送迎等の場面では重大事故が発生しや
　すいことを踏まえ、施設内の環境の配慮や、指導の
　工夫を行うなど、必要な対策を講じること。

　ア　危険な場所、設備等を把握し、囲障の設置、鍵
　　等の状況を点検しているか。
　イ　携帯電話等による連絡体制を確保しているか。
　ウ　施設で事故が発生した場合は、適切な処置がと
　　られているか。

1　児童の事故防止に配慮しているか。

2　事故発生した場合に適切に対応して
　いるか。

(1)　保育所保育指針第1章
　　1(4)イ､2(2)ア(イ)②、第3
　　章3(2)ア、イ
(2)　雇児総発第402号通知
(3)　保育所保育指針　第3章
　　1(3)ア

(1)　児童の事故防止に配慮していない。

(1)　児童の事故防止に対する配慮が不十分
　　である。

(2)　事故発生時の対応を適切に行っていな
　　い。

(3)　事故発生時の対応が不十分である。

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

(2)　次に掲げる事故等が発生した場合には葛飾区に報
　告すること。
　ア　死亡事故
　イ　治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴
　　う重篤な事故等（意識不明（人工呼吸器を付け
　　る、ＩＣＵに入る等）の事故を含み、意識不明の
　　事故についてはその経過にかかわらず、事案が生
　　じた時点で報告すること。）

1　報告対象となる事故を区に速やかに
　報告しているか。

(1)　こ成安第36号通知 (1)　事故報告が行われていない。

(2)　事故報告が速やかに行われていない。

Ｃ

Ｂ

(8)　区事業における管理者 　　病児保育事業・病後児保育事業実施施設の施設長
　又は管理者（以下「管理者」という。）は次の各号
　に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)　体温の管理等健康状態を的確に把握し、児童の病
　状に応じて安静を保てるような処遇をすること。
(2)　他の児童への感染防止に配慮すること。
(3)　前2号に掲げるもののほか、適切な保育を実施す
　るために必要な措置を講ずること。

1　区事業実施施設の管理者は、施設
　運営に必要な留意事項を遵守してい
　るか。

(1)　保育所保育指針第3章
　　1(3)、第5章2(1)

(1)　管理者が、施設運営に必要な留意事項
　　を遵守していない。

Ｂ

(9)　研修 　病児保育事業に従事する職員については、「職員の
資質向上・人材確保等研修事業の実施について」の別
添5に定める研修を受講し、資質の向上に努めること。

1　従事職員に定められた研修を受講さ
　せ、資質の向上に努めているか。

(1)　国実施要綱9 (1)　従事職員に定められた研修を受講させ
　　ていない。

Ｂ

(10)　保護者負担 (1)　本事業の実施に必要な経費の一部を保護者負担と
　することができる。
(2)　病児・病後児保育事業において、受託者は利用者
　との契約により、利用料を徴収することができる。
　この場合において、利用料は1人1日2,000円とする。
(3)　病児・病後児保育事業において、利用料のほか、
　事業に要した食事等の実費を利用者の保護者に請求
　することができる。この場合において、請求するこ
　とができる金額は1日500円を超えないものとする。
(4)　訪問型保育事業において、受託者は利用者との契
　約により1人1時間につき800円（2人目又は3人目につ
　いては1人1時間につき500円）を徴収することができ
　る。

1　利用者が負担する費用の支払いを受
　けているか。

(1)　国実施要綱10
(2)　葛飾区病児・病後児保育
　　事業等実施要綱第18条
(3)　葛飾区訪問型保育事業実
　　施要綱第11条
(4)　府令第56条第1項

(1)　保護者が負担する費用の支払いを受け
　　ていない。

(2)　費用の受領が不十分である。

(3)　領収証を交付していない。

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｐ８



項　目 基本的な考え方 観　点 関係法令等 評価事項 評価

特定子ども・子育て支援施設

1 利用児童を平等に取り扱う原
 則

　提供者は、利用児童の国籍、信条、社会的身分または特
定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否
かによって、差別的取扱いをしてはならない。

1 国籍、社会的身分等により、差別的取
 扱いをしていないか。

(1) 府令第59条 (1) 差別的取り扱いをしている。
(2) 一部不適切な行為がある。

Ｃ
Ｂ

2 秘密保持等 (1) 特定子ども・子育て支援を提供する施設または事業所
 の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上
 知り得た利用児童またはその家族の秘密を漏らしてはな
 らない。

1 職員及び管理者が、正当な理由がな
 く、業務上知り得た利用児童またはそ
 の家族の秘密を漏らすことがないよ
 う、必要な措置（規程の整備、雇用時
 の取決め等）を講じているか。

2 正当な理由がなく秘密を漏らしていな
 いか。

(1) 府令第60条第1項 (1) 必要な措置を講じていない。
(2) 必要な措置が不十分である。

(1) 正当な理由がなく秘密を漏らしている。

Ｃ
Ｂ
 

Ｃ

(2) 提供者は、職員であった者が、正当な理由がなく、そ
 の業務上知り得た利用児童またはその家族の秘密を漏ら
 すことがないよう、必要な措置を講じなければならな
 い。

1 職員であった者が、秘密を漏らすこと
 がないよう必要な措置（規程の整備、
 雇用時の取決め等）を講じているか。

(1) 府令第60条第2項 (1) 必要な措置を講じていない。
(2) 必要な措置が不十分である。

Ｃ
Ｂ

(3) 提供者は、小学校、他の提供者その他の機関に対し
 て、利用児童に関する情報を提供する際には、あらかじ
 め文書により当該利用児童に係る保護者の同意を得てお
 かなければならない。
　この文書による同意については、あらかじめ保護者の
 承諾があれば、当該文書による同意に代えて、電子情報
 処理組織（提供者の使用に係る電子計算機（コンピュー
 ター等）と保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信
 回線（インターネット等）で接続したもの）を使用する
 方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電
 磁的方法」という。）により得ることができる。この場
 合において、提供者は、当該文書による同意を得たもの
 とみなす。

1 利用児童に関する情報を他の機関に提
 供する際に、あらかじめ文書または電
 磁的方法により保護者の同意を得てい
 るか。

(1) 府令第60条第3項
(2) 府令第62条第6項

(1) あらかじめ文書等により同意を得ていな
　い。

Ｃ

3 備付書類と記録の整備等
(1) 教育・保育その他の子ども
　・子育て支援の提供の記録

　特定子ども・子育て支援提供者（以下「提供者」とい
う。）は、特定子ども・子育て支援を提供した際は、提供
した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的
な内容その他必要な事項を記録しなければならない。

1 特定子ども・子育て支援の提供日、提
 供日ごとの時間帯、当該特定子ども・
 子育て支援の具体的な内容その他必要
 な事項を記録しているか。

(1) 府令第54条 (1) 記録をしていない。
(2) 記録の内容が不十分である。

Ｃ
Ｂ

(2) 記録の整備 (1) 提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備
　しておかなければならない。

1 職員、設備及び会計に関する諸記録を
 整備しているか。

(1) 府令第61条第1項 (1) 職員、設備または会計に関する諸記録が
　整備されていない。
(2) 諸記録の整備が不十分である。

Ｃ
 
Ｂ

(2) 提供者は、府令第54条の規定による特定子ども・子育
　て支援の提供の記録及び第58条の規定による区への通知
　に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存しな
　ければならない。

1 特定子ども・子育て支援の提供の記録
 及び保護者に関する区への通知に係る
 記録を整備し、5年間保存しているか。

(1) 府令第61条第2項 (1) 提供の記録または保護者に関する区への
　通知に係る記録を整備していない、または
　5年間保存されていない。
(2) 記録の整備・保存が不十分である。

Ｃ
 
 
Ｂ

Ｐ９



項　目 基本的な考え方 観　点 関係法令等 評価事項 評価

(3) 電磁的記録等 (1) 提供者は、府令の規定による書面等の交付または提出
 については、当該書面等が電磁的記録（HD、CD、DVD
 等）により作成されている場合には、当該書面等の交付
 または提出に代えて、電磁的方法（メール、HP、FD・CD
 －ROM等）により提供することができる。
　この場合において、提供者は当該書面等を交付または
 提出したものとみなす。
  なお、電磁的方法により提供する際は、あらかじめ、
 保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種
 類及び内容を示し、文書または電磁的方法による承諾
 を得なければならない。
　① 府令第62条第2項各号に規定する方法のうち提供
　　者が使用するもの
　② ファイルへの記録の方式

1 電磁的方法により提供する際は、あら
 かじめ保護者から文書または電磁的方
 法による承諾を得ているか。
 
2 電磁的方法の種類及び内容を明示して
 いるか。

(1) 府令第62条第2項、第4項 (1) あらかじめ承諾を得ず電磁的方法で提供
　している。

(1) 電磁的方法の種類及び内容を明示して
　いない、または明示が不十分である。

Ｂ
 

Ｂ
  

(2) 電磁的方法により提供する場合は、保護者がファイル
 への記録を出力することによる文書を作成することがで
 きるものでなければならない。

1 保護者がファイルへの記録を出力する
 ことによる文書を作成することができ
 るか。

(1) 府令第62条第3項 (1) 記録を出力することによる文書を作成で
　きない。
(2) 一部記録を出力することによる文書を作
　成できない。

Ｃ
 
Ｂ

(3) 府令第62条第4項の規定による承諾を得た提供者は、
 保護者から文書または電磁的方法により、電磁的方法に
 よる提供を受けない旨の申出があったときは、保護者に
 対し、電磁的方法によって提供してはならない。

1 電磁的方法による提供を受けない旨の
 申出をした保護者に対して電磁的方法
 による提供を行っていないか。

(1) 府令第62条第5項 (1) 電磁的方法により提供している。
  

Ｃ

4 利用料及び特定費用の額の
 受領
(1) 利用料の額の受領（施設等
　利用費（無償化分）が償還払
　の場合）

　提供者は、特定子ども・子育て支援を提供したときは、
施設等利用給付認定保護者（以下「保護者」という。）か
ら、その者との間に締結した契約により定められた特定子
ども・子育て支援の提供の対価（特定費用に係るものを除
く。以下「利用料」という。）の額の支払を受けるものと
する。

1 保護者との間に締結した契約により定
 められた利用料の額を徴収している
 か。

(1) 府令第55条第1項 (1) 徴収した額が適正でない。 Ｃ

(2) 特定費用の額の受領 　提供者は、利用料（法定代理受領の場合は、施設等利用
費控除利用料）のほか、特定費用の額の支払を保護者から
受けることができる。この場合において、提供者は、あら
かじめ、当該支払を求める金銭の使途及び額並びに理由に
ついて書面または当該書面に係る電磁的記録により明らか
にするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得な
ければならない。
 
※ 特定費用とは、次に掲げる費用をいう。
　(1)日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に
　　必要な物品の購入に要する費用
　(2)特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要す
　　る費用
　(3)特定子ども・子育て支援施設を提供する施設または
　　事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
　(4)(1)～(3)のほか、特定子ども・子育て支援において
　　提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子
　　育て利用において通常必要とされるものに係る費用で
　　あって、施設等利用給付認定保護者に負担させること
　　が適当と認められるもの

1 特定費用の額の支払を受けるに当た
 り、保護者に当該支払を求める金銭の
 使途、額、理由について書面または電
 磁的記録により明らかにするととも
 に、説明し同意を得ているか。

(1) 府令第55条第2項
(2) 府令第62条第1項

(1) 支払を受けるに当たり、金銭の使途、
　額、理由について書面等により明らかにし
　ていない。
(2) 保護者に説明していない、または同意を
　得ていない。

Ｂ

Ｂ
  

Ｐ10



項目 基本的な考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価

5 領収証及び特定子ども・子
 育て支援提供証明書の交付
(1) 領収証の交付

　提供者は、利用料（法定代理受領の場合は、施設等利用
費控除利用料）及び特定費用の支払を受ける際、当該支払
をした保護者に対し、領収証を交付しなければならない。
この場合において、当該領収証は、利用料の額と特定費用
の額とを区分して記載しなければならない。ただし、特定
費用の支払のみを受ける場合は、この限りでない。

1 利用料及び特定費用の支払を受けた際
 に、保護者に領収証を交付している
 か。

2 領収証は、利用料の額と特定費用の額
 とを区分して記載しているか。

(1) 府令第56条第1項、第57条 (1) 領収証を交付していない。

(1) 領収証について、利用料の額と特定費用
　の額とを区分していない。

Ｃ

 
 
Ｃ

(2) 特定子ども・子育て支援提
　供証明書の交付

　提供者は、利用料及び特定費用の支払をした保護者に対
し、当該支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日
及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の内容、費用の
額その他施設等利用費の支給に必要な事項を記載した特定
子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければならな
い。

1 利用料及び特定費用の支払をした保護
 者に対し、施設等利用費の支給に必要
 な事項を記載した特定子ども・子育て
 支援提供証明書を交付しているか。

(1) 府令第56条第2項、第57条 (1) 特定子ども・子育て支援提供証明書を交
　付していない。
(2) 施設等利用費（無償化分）の額の通知を
　していない。
(3) 特定子ども・子育て支援提供証明書の記
　載内容が不十分である。

Ｃ

Ｃ

Ｂ

6 保護者に関する区への通知 　提供者は、特定子ども・子育て支援を受けている施設等
利用給付認定子ども（以下「利用児童」という。）に係る
保護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用費の支
給を受け、または受けようとしたときは、遅滞なく、意見
を付してその旨を当該支給に係る区に通知しなければなら
ない。

1 保護者に関する不正な行為による施設
 等利用費の受給等について、区に通知
 しているか。

(1) 府令第58条 (1) 区に通知をしていない。 Ｃ

Ｐ11


